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〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
九
号

食
品
衛
生
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）

第
二
十
九
条
第
三
項
及
び
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
八
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
と
す
る
。」の
下
に「
た
だ
し
、

法
第
二
十
九
条
の
製
品
検
査
及
び
試
験
に
関
す
る
事
務
の

一
部
の
実
施
が
他
の
都
道
府
県
若
し
く
は
保
健
所
を
設
置

す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
が
設
置
す
る
食
品
衛
生
検
査
施

設
又
は
登
録
検
査
機
関
へ
の
委
託
に
よ
り
、
緊
急
時
を
含

め
て
確
保
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
事
務
の
一
部
に
係
る
設

備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
三
号

電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関

税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
九
十
六
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す

る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
二
酸
化

マ
ン
ガ
ン
で
な
い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉

売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
二

酸
化
マ
ン
ガ
ン
で
な
い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関

す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関

税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電

気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
で
な

い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
経

済
産
業
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
」
を

「
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
九
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
省

令
〕

〇
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
厚
生
労
働
一
一
九
）

J

〇
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
分
解
の
工

程
を
経
て
製
造
し
た
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
で

な
い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
経
済
産
業
五
三
）

〔
告

示
〕

〇
除
籍
が
滅
失
し
た
件
（
法
務
三
七
八
）

K

〇
財
務
省
の
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
に

係
る
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て

現
金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
定

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
財
務
三
三
二
）

〇
財
務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
に

係
る
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て

現
金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
定

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
三
三
三
）

〇
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
中
華
人
民
共
和
国

及
び
ス
ペ
イ
ン
各
国
産
電
解
二
酸
化
マ
ン

ガ
ン
に
係
る
関
税
定
率
法
第
八
条
第
二
十

七
項
に
規
定
す
る
調
査
の
期
間
の
延
長
の

件
（
同
三
三
四
）

〇
移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
造
血
幹
細
胞
提
供
支
援
機
関

の
指
定
を
し
た
件
（
厚
生
労
働
三
三
三
）

K

〇
種
苗
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
品
種
登
録
し
た
件

（
農
林
水
産
二
六
四
五
）

〇
電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術

者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
を
受
け
た
学
校

の
名
称
及
び
学
科
名
の
変
更
届
出
が
あ
っ

た
件
（
経
済
産
業
二
一
二
）

O

〇
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
第
三
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
工
事
士
法

第
四
条
第
四
項
第
二
号
の
指
定
を
受
け
た

養
成
施
設
の
名
称
、
所
在
地
の
変
更
届
出

が
あ
っ
た
件
（
同
二
一
三
）

〇
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
第
三
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
工
事
士
法

第
四
条
第
四
項
第
二
号
の
指
定
を
受
け
た

養
成
施
設
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
同
二
一
四
）

〇
高
知
空
港
の
施
設
に
つ
い
て
告
示
し
た
事

項
に
変
更
を
加
え
た
件

（
国
土
交
通
一
〇
一
九
）

〇
国
土
交
通
省
所
管
の
補
助
金
等
の
交
付
に

関
す
る
事
務
の
一
部
を
地
方
整
備
局
長
、

北
海
道
開
発
局
長
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局

長
に
委
任
し
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
〇
二
〇
）

P

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
二
二
〇
）

〇
自
動
車
専
用
道
路
に
関
す
る
件

（
同
二
二
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
八
七
）

〇
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
登
録
住
宅
性
能
評
価
機

関
の
評
価
員
の
氏
名
を
変
更
し
た
件

（
北
海
道
開
発
局
一
一
一
）

Q

〔
国
会
事
項
〕

Q

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

海
上
保
安
庁

Q

〔
皇
室
事
項
〕

R

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
者
の
公
告

（
法
務
省
）

R

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
司
法
書
士
懲
戒
処
分
、
建
設
業
の

許
可
の
取
消
処
分
、
一
級
建
築
士
の
免
許

の
取
消
し
関
係

J
I

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、免
責
、

特
別
清
算
、
会
社
更
生
、
再
生
関
係

J
J

会
社
そ
の
他

L
I

˜
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